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このパンフレットは、団体総合生活保険の概要について説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体の
代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、保険金のお支払条件、ご加入手続、その他不明な点がありましたら、引受保険会社または取扱代理店にお問い
合わせください。なお、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として学校法人名城大学が有します。取扱代理店は、引受保険会社との委託契約
に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接
契約されたものとなります。また、ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約については、
弊社と直接締結されたものとなります。

弊社HP▼

0120-188-000
〒460‐8541  名古屋市中区丸の内2-20-19　名古屋東京海上日動ビル

担当部：愛知公務金融部

サービスのご案内 「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
。すまい願承了ごでのすまきだたいてせさ認確を等」名体団「」先絡連ご「」前名お「、が者当担の社会携提・社会プールグ、はてったあに用利ごのスビーサ※

がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーが
お応えします。

転院・患者移送手配 ＊2

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を
承ります。
＊2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。

常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談
に24時間お電話で対応します。

緊急医療相談 医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先での
最寄りの医療機関等をご案内します。

予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な
医療・健康電話相談をお受けします。

メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

受 付 時 間 ＊1  : 24時間365日
0120-708-110

＊1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、24時間
365日）。

電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類
や特徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム＊1」をご利用いただくこと
も可能です。
＊1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関の
ご案内等を行います。

お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、
優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や
介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。

[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp

「家事代行」「食事宅配」「住宅リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える
各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。＊3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
＊2 本サービスは、サービス対象者（「ご注意ください」をご参照ください。）に限りご利用いただけます。
＊3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。

0120-428-834

受 付 時 間 :
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

・電話介護相談：午前9時～午後5時
・各種サービス優待紹介：午前9時～午後5時

各種サービス優待紹介

インターネット介護情報サービス

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

社会保険に関する相談

0120-285-110

受 付 時 間 :
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

・法律相談 ：午前10時～午後6時
・税務相談 ：午後  2時～午後4時
・社会保険に関する相談：午前10時～午後6時
・暮らしの情報提供 ：午前10時～午後4時

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間
電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らし
に役立つ様々な情報を電話でご提供します。

法律・税務相談

暮らしの情報提供

・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者＊1・ご親族＊2の方（以下サービス対象者といいます。）
　のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
＊1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。 
＊2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

（各サービス共通）

」項事認確容内入加ご「」書明説項事要重「」等要概の償補「 は株式会社名城大学サービスのホームページをご確認ください。重要事項説明書は
印刷もしくはパソコン等にファイルのダウンロードをお願い致します。冊子をご希望の場合は株式会社名城大学サービスまでご連絡ください。

＊2

自動セット

介護アシスト 自動セット

デイリーサポート 自動セット

ご注意ください

生徒自身のケガ、自転車運転中の高額賠償事故などを
24時間、365日幅広く補償します。

申込締切日 2026年3月31日（火）

ケガによる通院で1日目から対象

［ 保険金お支払い例 ］

〔例〕体育の授業中、脛骨を損傷
けいこつ

お支払い保険金合計　309,000円

通院保険金・入院保険金・手術保険金

Aタイプ 通院保険金日額 3,000円×90日間
入院保険金日額 4,500円×10日、手術保険金　 4,500円×10倍

通院保険金日額×通院した日数（実日数）
でお支払い

個人賠償責任補償示談交渉
サービス付

名古屋市の自転車条例
にも対応しています！

［ 保険金お支払い例 ］

個人賠償責任
〔例〕自転車で走行中、交差点で自動車と接触（対物賠償）

お支払い保険金 299,756円

15%
適用

団体割引

生徒自身のケガ、自転車運転中の高額賠償事故などを
24時間、365日幅広く補償します。

申込締切日 2024年3月31日（日）

生徒総合保障制度
のご案内 2024

新入生の保護者の皆様へ

団体総合生活保険 本制度は名城大学附属高等学校が正式に推薦する保障制度です！

でお支払い

ケガによる通院で1日目から対象

［ 保険金お支払い例 ］

部活動の練習中右足親指を強打し、3日間通院した。

お支払い保険金  9,000円

個人賠償責任補償示談交渉
サービス付

名古屋市の自転車条例
にも対応しています！

［ 保険金お支払い例 ］

個人賠償責任通院保険金

自転車で走行中、他人にぶつかり大ケガを負わせた。

お支払い保険金　3,660,000円
上記は当社が作成した事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

新入生の保護者の皆様へ

団体総合生活保険 本制度は名城大学附属高等学校が正式に推薦する保障制度です！

生徒総合保障制度
のご案内 2026

15%
適用

団体割引

❶ ケガをして病院で受診 ❷ 事故受付センター
（東京海上日動安心110番）
0120－720－110
（24時間365日受付）
　 もしくは
下記お問い合わせ先
0120－873－588
までご連絡ください。

❸ 保険会社から保険金
　 請求書が届きます。
　 ご記入、ご捺印のうえ、
　 必要書類（領収書の本紙）
　 を添えて返送します。

❹ 保険会社がご請求内容を
　 確認、お支払金額を決定
　 ご指定口座に保険金が
　 振り込まれます。

（例）

保険金のご請求方法・流れ

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者
にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者票とともに保険期間
の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。取扱代理店は保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の
管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては保険会社と直接締結されたものとなります。

ご加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、
同封の「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。

ご契約内容をご確認ください。

ご加入方法　 （入学から卒業まで１度のお手続きで補償されます）

（加入者証が未着であっても補償開始
日以降の事故については補償されま
すのでご安心ください。加入者証到着
までは受領証を保管してください。）

加入者証を保険期間開始日の
2ヵ月後を目処にお送りします。

ご自宅＊保険会社
＊送付先は扶養者住所です。

ご加入タイプ・保険料表より
ご希望の補償内容をお選び
ください。

保険料をご確認のうえ
記入例に従い、同封の
「払込取扱票」に必要事項
をご記入ください。

ゆうちょ銀行または郵便局
から保険料をお振り込みく
ださい。
（振込手続きをもってお申込みは完了し
ます。なお、振込手数料（窓口現金扱
5万円以上527円・5万円未満313円）
は払込人負担となります。）

払込取扱票でのご加入

A B C D

※この生徒総合保障制度は学校法人名城大学を契約者とし、名城大学附属高等学校の生徒を被保険者とする「団体総合生活保険」の団体契約です。保険
証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として学校法人名城大学が有します。

2025年10月作成25T-001057

お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている
救急病院や、旅先での最寄りの
医療機関等をご案内します。

尚、電話番号およびご利用にあたっての詳細は、後日配布するご案内チラシに記載しています。※このサービスは、保険会社の提携先を通じてご提供いたします。※このサービスメニューは、変更・中止となる場合がありますので、ご了解ください。
※サービスのご利用にあたっては、提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。※メディカルアシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された
場合の費用はお客様のご負担となります。

予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、
輪番予約制で専門的な医療・
健康電話相談をお受けします。

緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および
看護師が、緊急医療相談に
24 時間お電話で対応します。

がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、
経験豊富な医師とメディカル
ソーシャルワーカーがお応えします。

転院・患者移送手配＊2
転院されるとき、民間救急車や
航空機特殊搭乗手続き等、
一連の手配の一切を承ります。

＊ 1 予約制専門医相談は、
　　事前予約が必要です
　　（予約受付は、24時間365日）。
＊ 2 実際の転院移送費用は、
　　お客様にご負担いただきます。

※ご加入者および保険の対象となる方と、そのご親族（以下「サービス提供対象者」と
いいます。）からの直接の相談に限ります。（親族：配偶者（婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係
と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。）・
6親等以内の血族・3親等以内の姻族）

メディカルアシストメディカルアシスト
24時間365日受付＊1

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社　名古屋営業第二部　公務チーム
〒460-8541　名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル
TEL 0120-188-000  FAX 050-3385-6614

     0120-873-588 受付（土日祝日をのぞく 9：00～17：00）
IP電話からは0564-73-0742をご利用ください。

名城大学附属高等学校生徒総合保障制度相談デスクお問い合わせ先

取扱幹事代理店 株式会社キャンパスサービス
〒444-0116　愛知県額田郡幸田町芦谷仲田8-1

 共同取扱代理店 株式会社 名城大学サービス（名城大学出資会社）
〒468‐8502　名古屋市天白区塩釜口1-501（名城大学 天白キャンパス内 タワー75・12F）

上記お問い合わせ受付時間外に、個人賠償責任保険の事故が発生した場合（日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガ等を
させたり、他人の財物を壊した場合）は、事故受付センター（東京海上日動安心110番）（0120-720-110）へのご連絡をお願い
いたします。　※その他の事故に関するご連絡は上記受付時間内に、お問い合わせ先までご連絡ください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
service/songai/nagare_shougai.html

◆保険金のご請求は、Web
　（QRコードまたはURL）をご利用ください。



こんなときお役に立つ制度です！東京海上日動のサービス体制なら安心です!
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。

★生徒自身のけがをはじめ、様々な危険を24時間補償する「生徒総合保障制度」の
A・B・C・Dタイプのいずれかからお選びください。

1 自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさせたとき。（加害事故）

賠償責任保険金 平成29年10月から名古屋市では自転車損害賠償責任保険等への加入義務化!

生徒本人が日本国内外を問わず、日常生活において偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまっ
たときや、国内で他人から借りた物や預かった物（受託品）＊1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の
損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※個人賠償責任については日本国内での事故（訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
等を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
＊1 携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含みません。
＜賠償事故の例＞
・買い物中に商品を落として壊してしまった。　・友人に借りたカメラを落として壊してしまった。
・学校のタブレットを操作中に壊してしまい、保存されていたデータを壊してしまった。

自転車を運転中、誤って
他人と衝突、ケガをさせた。

休み時間に学校の備品を
壊した場合にも対応

2 歩行中、自転車にぶつけられケガをしたとき。（被害事故）

弁護士費用等（人格権侵害等）保険金
国内において、生徒本人が急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・
プライバシーの侵害、痴漢（＊1）・ストーカー行為・嫌がらせ（＊2）等により精神的苦痛を被った場合（＊3）に、法律相談や相手
との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
（＊1）痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。　（＊2）職場での嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
（＊3）警察へ提出した被害等によって、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。

3 部活動の練習や試合中、相手とぶつかり生徒本人がケガをしたとき。（国内外補償）

■生徒本人のケガ
生徒本人がケガや熱中症で
①亡くなられたとき②後遺障害が生じたとき③入院されたとき④所定の手術をされたとき
⑤通院されたときなどに所定の保険金をお支払いします。 部活動中にケガをし通院した。

4 扶養者が事故で亡くなり、授業料等が払えなくなったとき。（国内外補償）

■育英費用保険金（A・B・C タイプ）
あらかじめ指定した扶養者が保険期間中に、ケガや熱中症で死亡されたり、重度後遺障害が生じた場合、所定
の保険金を一度にお支払いします。

■学資費用保険金（A・B タイプ）
あらかじめ指定した扶養者が保険期間中にケガや熱中症で死亡したり、重度後遺障害を被った場合に補償します。また、あらか
じめ指定した扶養者が保険期間中に病気により死亡した場合も補償の対象となります。扶養されなくなり、支払対象期間中に授
業料等を負担した場合に保険金をお支払いします。

5 入院し、保護者が駆けつけたとき。

■救援者費用等保険金（A タイプのみ）
国内および国外で生徒本人が保険期間中に住宅外において被ったケガで継続して３日以上入院したり、搭乗
している航空機や船舶が遭難した場合等に、交通費や宿泊料、捜索救助費用等をお支払いします。

制度上のメリット
保険料が割安
学校を契約者とした団体加入のため、保険料が割安となっております（団体割引15％を適用しております）。

手続きが簡単
郵便払込用紙（払込取扱票兼加入依頼書）に必要事項をご記入（ご署名）の上、ご加入タイプの保険料をお近くのゆうちょ銀行または郵便局にて
お振込みいただくだけで手続き完了です。

加入者票を発行
保険期間開始日の1ヵ月後を目処にお送りします。
加入者票が未着であっても補償開始日以降の事故については補償されますのでご安心ください（加入者票到着までは受領証を保管してください。）。

補償金額（保険金額）と保険料 （団体割引 15％適用）

（注）手術保険金のお支払額は入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）となります。傷の処置や抜歯等お支払いの
対象外の手術があります。

（＊1）情報機器内のデータ損壊は1事故500万円限度となります。
（＊2）学業費用支払対象期間とは扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期（2029年4月1日）までの期間

をいいます。

お申込締切日と保険期間　※必ず締切日までにお振込みください。

【保険期間】2026年4月1日午前0時から
2029年4月1日午後4時まで

【申込締切日】2026年3月31日（火）
● 4月1日以降にお振込みされた場合は、振込み日翌日からの補償開始となります。
● 5月以降の保険料につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

（免責金額（自己負担額）：0円）

入院保険金日額（注）

通院保険金日額

57,950円 39,920円 26,680円 20,420円

（約53円） （約37円） （約24円） （約19円）

保
　
険
　
金
　
額

賠 償 責 任（＊1）

死亡・後遺障害

育 英 費 用（ケガ）

ケ ガ（＊2）

病 気（＊2）

熱 中 症 補 償

救 援 者 費 用 等

細菌性食中毒等補償

学資
費用

傷害
（ケガ）

4

3

1

2

5

保険料
（一括払）

1日あたり

生徒総合保障制度（24時間補償）

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ

3年間分

補償対象

300万円 200万円 150万円 100万円

4,500円 3,000円 2,000円 1,500円

3,000円 2,000円 1,300円 1,000円

100万円 100万円 100万円

50万円 50万円

50万円 20万円

200万円

国内  無制限
国外    1億円

国内  無制限
国外    1億円

国内  1億円
国外  1億円

国内  1億円
国外  1億円

弁 護 士 費 用 等 1事故につき

300万円
1事故につき

300万円
1事故につき

300万円
1事故につき

300万円

補償対象

補償対象

補償対象

補償対象

補償対象

補償対象

補償対象

おすすめ1 おすすめ2


